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最低賃金の大幅な引き上げ及び最低賃金の決定にかかる 

審議過程の公開の推進等を求める会長声明

１ 中央最低賃金審議会は、２０１７年７月２７日、厚生労働大臣に対し、２０１７年度（平

成２９年度）地域別最低賃金額改定の目安についての答申を行ったが、京都府の目安はＢ

ランクの２５円であった。例年、中央最低賃金審議会が示す目安を参考として、各地の地

域別最低賃金審議会において、地域別最低賃金が決定されている。京都地方最低賃金審議

会においても、２０１６年度（平成２８年度）の京都府最低賃金が１時間あたり８３１円

であったところ、２０１７年８月７日上記中央最低賃金審議会の目安を反映し、２５円引

き上げて８５６円にすることが適当であるとの答申がなされ、同年１０月１日から８５６

円に引き上げられて運用されている。 

しかしながら、以下に述べるとおり、労働者の生活の安定という観点からは引き上げ後

の最低賃金においても、なお十分とは言い難く、最低賃金の更なる大幅な引き上げが必要

である。 

２ わが国の最低賃金制度は、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、

以て労働者の生活の安定等に資することを目的としている（最低賃金法１条）。ここで１か

月当たりの労働時間として、厚生労働省の毎月勤労統計調査の結果（平成２９年度確報）

である１６８．３時間（調査産業計の一般労働者の総実労働時間）を用い、京都地方最低

賃金審議会の答申による金額である１時間当たり８５６円をもとに試算すると、１か月の

賃金額は１４万４０６４円となる。 

他方、京都市の家計調査報告（平成２９年平均）においては、勤労者世帯１世帯当たり

１か月間の実支出は３２万６９２０円（世帯人員３．３０人に対し、有業人員１．６８人）

であるところ、これを有業人員１人当たりに換算すると１９万４５９４円の負担となる。

これを１か月間の総実労働時間１６８．３時間で除すると１１５６円となる。 

最低賃金額は労働者の健康で文化的な生活を維持するためのものであるが、現在の最低

賃金額は、フルタイムで働いた場合においても、有業人員１人当たりの負担額とは大きな

隔たりがあり、労働者の生活の安定という法の目的を達成するには不十分である。 

３ 政府は、２０１０年６月１８日に閣議決定された「新成長戦略」において、２０２０年

までの目標として、「全国最低８００円、全国平均１０００円」に最低賃金を引き上げるこ

とを明記し、２０１６年６月２日に閣議決定された「日本再興戦略２０１６」の行程表に

おいても、全国加重平均が１０００円となることを目指すとしている。２０２０年に全国

加重平均１０００円を達成するためには、現在の京都府の最低賃金は全国平均を上回って

いることから、京都府では最終的には１０００円を超える水準までの引き上げが必要とな

る。従って、労働者の生活の安定を図る観点からは、上記目標を早期に達成し得る大幅な

最低賃金の引き上げが必要不可欠である。 
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４ 当会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁護士法の理念を踏まえ、２０１４

年１２月２５日「ワーキングプア解消のための公契約法及び公契約条例の制定を求める会

長声明」を発表するなどして、労働者に適正な賃金を保障するとともに地域経済の活性化

を図る提言を行ってきた。また、労働問題や生活保護問題のホットラインを開催し、貧困・

労働問題に関する市民シンポジウムも継続的に行ってきた。２０１７年６月２２日にも「最

低賃金のさらなる引き上げを求める会長声明」を発表した。 

かかる経緯を踏まえ、当会は、改めて京都地方最低賃金審議会に対し、京都府の最低賃

金の大幅な引き上げを図り、地域経済の健全な発展を促すとともに、労働者の健康で文化

的な生活を確保されるよう求める。また、政府、京都府・京都市においては、中小企業の

賃金引き上げを誘導するための補助金制度等の構築・充実が検討されるべきである。 

５ また、適正な最低賃金の決定過程を透明化し、実質的な議論を担保するために、最低賃

金に関する審議過程の公開を推進すべきである。京都地方最低賃金審議会の審議は公開さ

れているが、最低賃金専門部会、特定（産業別）最低賃金専門部会及び全員協議会は非公

開であり、かつ議事要旨のみしか閲覧できない。これらの審議も公開されるべきであり、

また議事録等は市民の利用が容易なインターネット上で公開されるべきである。 

さらに、京都地方最低賃金審議会において、最低賃金の引上げが雇用や経済に与えた影

響についてしっかりとした検証作業をすべきである。科学的な検証結果に基づく検討作業

の実施によって府民の信頼を得ることができるのである。 

２０１８年（平成３０年）６月２５日 

京都弁護士会 

会 長  浅 野 則 明    


